
はじめに

　ドイツにおいて福祉職は、保母や看護婦と

同様典型的な女性の職業として確立してきた。

福祉の先駆的形態である慈善・博愛事業はな

がく女性の活動領域であったし、福祉職の職

業化が進む中でも、この職種は主に女性に

よって占められてきた。現在でも福祉従事者

の８割が女性であり、女性優位の性格は基本

的に今現在も変わってはいない。

　こうした福祉職におけるジェンダー・アン

バランス、女性の優位－そして男性の劣位－

が「伝統的」な「自然のなりゆき」だけでは

なく、ある時期意図的に確立されてきたもの

であることは、近年の社会福祉史研究および

女性史研究が明らかにしてきた成果の一つで

ある１。１９世紀末から活性化する市民女性運

動は、慈善・社会事業といった領域に女性の

社会進出の突破口を見出した。「女性本来の

資質」、ことに「母性」を最も良く発揮できる

活動領域であるというのがここでの見解で

あった。こうして、当初市民女性のボラン

ティア活動の場であった慈善や社会事業は、

次第に「女性の職業領域」として発展してい

くことになる。

　とはいえ、これまでの研究の多くは市民女

性運動の最盛期であった第二帝政期から第一

次世界大戦まで、つまり福祉職が成立する以

前の時期に集中している。実際に福祉職が

「女性の職業」となっていく過程の分析は数少

ない。しかし、現在まで見られるこの職業の

ジェンダー性を検討するには、こうした母性

イデオロギーが実際にどのように制度の中に

編み込まれていったのか、その理念が制度の

中でいかなる役割を果たしていたのか、と

いった「それ以後」の分析が必要である。

　こうした問いにとりくむ手がかりとして本

稿が検討の対象とするのは、「家族保護

（Familienfürsorge）」２と当時称されたひとつ

のシステムである。「家族保護」とは、社会事

業界の女性リーダーのひとりであったマ

リー・バウム（Marie Baum）が、「近代的なソー

シャルワーク」のシステムおよび方法として

提唱し、１９２０年代のうちには全国的に広まっ

た。このシステム自体は、救貧から社会事業

へという近代化の流れの中で生まれたひとつ
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の刷新的な試みであった。しかしこれは他方

で、ソーシャルワークを女性の仕事として定

着させるという戦略的意図をもって構想され

たものでもあった。

　本稿では、この「家族保護」システムがそ

もそもその構想において福祉を女性の仕事と

規定づけるようなイデオロギーを内包してい

たことを明らかにし、その上で、そうした理

念がこのシステムの導入を通して、現実の制

度の中にどのように埋め込まれていったのか

を検討する。こうした分析を通して、「福祉

職はどのようにして女性の職業となっていっ

たのか」、その過程をイデオロギーと制度の

両面から明らかにしたい。

　以下では、まず「家族保護」というシステ

ムが考案され確立していく過程を概観した後

（第１章）、「家族保護」にこめられていたバウ

ムの構想を分析し（第２章）、最後に、そのバ

ウムの構想を最も忠実に反映した自治体のひ

とつであるデュッセルドルフ市を例として、

実際の制度化を検討していくこととする（第

３章）。

１．「家族保護」の成立

１.１　社会事業の専門分化

　「家族保護」は、社会福祉事業の実践現場に

おける業務の組織化、統一化をめざしたひと

つのシステムであった。その背景にあったの

は、１９世紀末から２０世紀初頭にかけて急速に

すすんだ救貧から社会事業への展開、そして

社会事業の専門分化である。３

　周知のように伝統的な救貧事業は、積極的

な意味での救済というよりは公共治安的観点

に立ったものであった。救済は「露命をつな

ぐ程度」の最低限に抑えられ、被救済民とな

ることは市民権剥奪などの政治的差別と結び

つけられていた。こうした救貧事業の実施シ

ステムとして、１９世紀半ば以降ドイツ各地で

広く導入されていたのがエルバーフェルト制

度である。これは、名誉職の救貧委員に貧者

救済に関する一切の業務を委託するというも

のであった。彼らは近隣の貧者を訪問し、諸

状況について調査をし、「救済に値する」貧者

であれば金銭・物品を支給するほか、救済の

適正な使用の監視や貧者の「不道徳」を戒め

るなどの「教育的働きかけ」をも担っていた。

貧困すなわち「不道徳」という前提に立つ救

貧の精神を反映して、そこでは貧者に対する

監視や管理、威嚇や強制といった色彩が濃厚

であった。

　２０世紀初頭になると、こうした救貧事業と

は別に特定の問題に対応するための様々な保

護事業が展開していく。乳幼児死亡、結核や

性病などの伝染病、下町の過密で非衛生な住

宅など、新たな社会問題の発見がその背景に

あった。こうした各種保護事業を担うのは全

国各地に新設された官民の相談所であったが、

個々の家庭を訪問して相談・調査を行うのは、

女性の専従職員であった。例えば乳幼児保護

事業であれば、医師による定期的な乳幼児相

談の後、専門教育を受けた有給女性職員が乳

幼児の家庭を訪問してまわり、個別の調査、

相談業務、啓蒙指導などの活動を行った。こ

こでの主たるモチーフは医学、衛生学、教育

学など諸学問を基盤とした啓蒙、教育、保護、

管理であった。

　こうした専門分化はしかし、実際の活動現

場においては混乱を生むこととなった。保護

事業が急速に展開した大都市においては、従

来の救貧委員の訪問調査に加えて、「乳幼児

保護員」、「結核患者保護員」など様々な名称

を付した有給専従職員が戸別訪問に加わるこ
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とになったのである。当時の救貧・保護事業

のクライエントは大抵の場合一定の社会集団、

多くは都市下層の貧困家庭、に集中していた

ため、相互の連絡もないまましばしば重複し

て行われる訪問調査や保護措置は様々な弊害

を引き起こした。

　ひとつの家庭に対して二重三重の家庭訪問

や調査が繰り返されることは、もちろん時間

と労力の浪費であった。さらに、当時の救貧

関係者によって最も憂慮されたのは、当該家

族がこうした状況を利用して複数の機関から

金銭や物品の援助を受けようとするのではな

いかという問題であった。さらに、訪問者が

それぞれの見地から行う「忠告」や「教育的

指導」は、しばしば相矛盾することも少なく

なかった。この結果もたらされる「要保護家

族」の側の非協力、拒否的態度などはすでに

大戦前には広く指摘されるところとなってい

た。１９１２年、例えばある官吏は以下のように

嘆いている。

　「結核患者保護員がやってきて住居内の頻

繁な換気を強くすすめていったかと思えば、

二時間後には乳幼児保護員がやってきて乳幼

児や風邪をひいて咳をしている子供達の為に

室温は一定に保つのが望ましい、透き間風に

注意するようにと忠告する。そしてさらには、

医者の間でもまだ決着のついていない結核を

病む母親の授乳問題がある。結核患者保護員

は授乳を避けるようすすめ、保健婦や乳幼児

保護員は授乳中の母親への奨励金をちらつか

せて、断固として授乳させようとする。（…）

こうした矛盾する指示が家族の側の信頼と、

保護事業を担う各機関の権威、そして事業の

成否に不可欠である重要な前提を著しく損

なっていることは明らかである。」４

　こうした弊害を克服する新しいシステムと

してバウムが提案したものが「家族保護」で

あった。

１.２　「家族保護」のはじまり

　バウムが「家族保護」を構想するに至った

のは、１９０７年、彼女がバーデン邦の女性工場

監督官を辞して、プロイセン邦「デュッセルド

ルフ県乳幼児保護協会」（Verein für Säuglings-

fürsorge im Regierungsbezirk Düsseldorf、 以

下「乳幼児保護協会」と略記。）の事務局長と

して招聘されてからのことであった。その名

称から明らかなように、同協会は乳幼児死亡

の撲滅を目的として創設された。５ 協会の活

動は、県内の乳幼児死亡統計の作成や衛生環

境についての学術調査、乳幼児ホームの設立

から殺菌ミルクの供給までと多岐にわたった

が、その中でバウムが特に尽力したのが、乳

幼児死亡率が極めて高い農村部での乳幼児保

護事業であった。彼女は自身の現場経験から、

乳幼児保護には母親への啓蒙や居住環境の改

善、経済的支援など家族全体への支援が不可

欠であることを痛感していた。そこで彼女が

考案したのが、乳幼児保護に限定せず、住居、

衛生、教育など多数の分野を一人で総合的に

把握する有給専従女性職員の導入であった。６

　これには農村部ならではののっぴきならな

い事情も関係していた。というのも、同じこ

の時期、都市部では保護事業の専門化が進み、

先に述べたように乳幼児保護員、結核患者保

護員、住宅改良指導員などさまざまな専門分

野別の職員が導入されていくのであるが、農

村はこうした展開からは取り残されていた。

現場においては名誉職の救貧委員がかろうじ

て従事する程度で有給専従の職員はまず存在

せず、その必要性も認識されていなかっ

た。７ こうした中で、専門分野ごとに複数の
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有給職員を雇用させることは、協会の資金援

助をもってしても容易ではなかった。さらに

農村部での戸別訪問調査は、都市部とは違っ

た困難があった。農村部での家庭訪問はしば

しば遠距離を長時間かけて行われた。乳幼児

保護員が担当する家庭にやっとたどり着いて

みると、彼女の本来の担当である「適切な世

話をされていない乳幼児」だけでなく、「くる

病の子供、結核の父親、青少年非行、非衛生

的な住居、経済的困窮」といった別の「問題」

を発見することも少なくなかった。８ こうし

た事情に対応するためにも、農村部では複数

の業務を一人の女性職員に委託することは理

にかなっていたのである。

　農村部、厳密には各郡部レベルで雇用された

女性職員は「郡部ワーカー（Kreisfürsorgerin）」

と称された。１９０９年、デュッセルドルフと

ゾーリンゲンの郡部で雇用された最初の郡部

ワーカーは、里子と非嫡出児、母子、そして

結核患者の保護を請け負うこととなった。こ

の後、学齢期の児童保護、肢体不自由児、児

童の保養扶助など様々な領域がさらに加わっ

ていった。９ こうして、当初は「郡部保護事業

（Kreisfürsorge）」の名で後の「家族保護」の

原型が考案された。これら郡部ワーカーは次

第に個別の地区を割り当てられ、その地区内

に居住する「要保護家族」を担当するように

なっていったため、地区単位の保護（Bezirks-

fürsorge）とも称された。救貧や乳幼児保護

といった対象分野別の救貧委員や訪問調査員

にかわって、ある一つの家族に関するあらゆ

る種類の調査・相談業務をひとりの担当ワー

カーにゆだねるというこの方法は、ドイツに

おける近代的ケースワークの原型となる。１０

　この新しいシステムをバウムが「家族保護」

という名称で提唱したのは１９１４年のことで

あった。彼女は、農村部の社会事業の組織化

を論じた報告の中でデュッセルドルフ県にお

ける自身の試みを紹介しながら、「すべての、

もしくは複数の外勤業務を一人の職員の手に

委ねる」方法を、従来とはことなる新しい方

法、すなわち「家族保護」であると定義して

いる。１１ さらに第一次世界大戦下において、

バウムはこのコンセプトをデュッセルドルフ

市における戦時保護事業の組織化にも適用し、

農村部だけでなく都市部においてもこの方法

が有効であることを確信する。大戦後半の

１９１７年、戦後の社会事業再編を論じた会議の

場で、彼女は改めてこの「家族保護」を提唱

する。この時期識者の間で注目を集めていた

のは自治体レベルでの福祉事務所の創設で

あった。この福祉事務所には、従来からの公

的救貧と民間慈善、そして戦時下に未曾有の

発展をとげた国家や自治体の戦時保護事業な

どの関連事業を統合するセンターとしての役

割が期待されていたのだが、この新しい行政

組織にもっともふさわしい仕組みとして、バ

ウムは「家族保護」を強く推奨している。「今

日、救貧事業、孤児や里子の保護事業、住宅

改良事業、母子保護事業、戦傷者や戦争遺族

保護事業、（…）失業者保護事業など、様々な

形で行われているすべての分野に、国民の衛

生や健康、教育、経済上の諸問題すべてを統

括する「家族保護」が導入されるべきであ

る。」１２

　こうして農村部の不利な条件下で考案され

たひとつのアイディアは、高度に専門分化し

複雑化した都市の社会事業を統合する新しい

システムとして提唱されることとなった。そ

して戦後における各地の福祉事務所の創設に

よって、「家族保護」は自治体の行政組織の中

に組み込まれていくことになる。
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２．バウムの「家族保護」構想

　バウムは「家族保護」を自らの現場体験の

中から、新時代の社会事業に適したシステム

として考案し提唱した。しかし彼女はまた、

この「家族保護」を通じて市民女性の活躍す

る新しい場、新しい職業を作り上げるという

意図をも抱いていた。その背景にあるのは、

市民女性が社会事業において果たすべき役割

への確信、確固たる使命感である。バウムら

社会事業のパイオニア世代の女性にとって、

社会事業は彼女たち市民女性が「市民として」、

そして「女性として」、特別の役割を担う領域

であった。それは１９世紀においては無給のボ

ランティア活動であったが、今や使命感を

もった市民女性が職業として果たすべき課題

となったのである。バウムの「家族保護」構

想は、こうした市民女性の独特の自己理解を

基盤とした上で、その目的や従事者の職業倫

理、業務内容、行政組織内での地位などを定

めている。以下ではこうした観点から彼女の

「家族保護」構想を検討する。

２.１　「家族保護」の「文化的使命」

　１９２０年代の「家族保護」をめぐる議論をみ

ると、このテーマが純然たるシステムや方法

の問題としてだけではなく、「家族の危機」と

いった文明論的課題と常に結び付けられてい

ることがわかる。例えば、１９２７年に著された

バウムの著書、「家族保護」は、この概念を定

義した際、その筆頭に「家族の強化と維持」

をあげている。ここではヴァイマル憲法１１９

条が引き合いに出され、「家族保護」は家族の

強化と維持という「社会政策的目標」を担う

ものであるとされるのである。１３ バウムの著

作に先だつ１９２５年、識者や官僚、行政の代表

らが集まる「ドイツ公私社会事業協会」主催

の会議「家族と福祉」においても、「家族保護」

の第一の意義として家族の強化が掲げられて

いる。報告者のひとりジーモンスは、バウム

同様現場での体験から包括的システムとして

の「家族保護」を支持していたが、彼女によ

れば、「家族保護」というこの言葉は、「近代

的社会事業の内的心構え」を示しており、「あ

らゆる社会事業と家族の間には特別な関係性

がある」ことをまず意味しているという。「近

代的社会事業の旗の上にこの言葉が染め抜か

れるということは、家族が危機に瀕している

こと、そして社会事業はその保護と維持を義

務付けられていることを意味する」のであっ

た。１４

　近代社会において「危機に瀕している」家

族を「守り強化する」ことは、バウムをはじ

めとする社会事業に携わってきた女性リー

ダーたちが、戦前から最上位に掲げてきた

テーマの一つであった。例えば都市下層労働

者の劣悪な生活環境、非衛生な住居、栄養失

調などによる子供の発育障害、病気の蔓延、

子供へのおざなりな世話、行き届かないしつ

け、ケンカのたえない夫婦仲、こうした事態

は彼女らにとって「家族の崩壊」という「文

明の危機」にほかならず、このような「家族

の窮状」を救うことこそ、市民女性がその「精

神的母性」によって特別の貢献をなしうる場

所であると考えられていた。実に「家族保護」

という命名は、こうした市民女性の意識を端

的に示すものであった。先述のように、この

システムは当初「郡部保護事業」、「地区単位

の保護」、あるいは専門別ワーカーに対して

「包括的保護」（Einheitsfürsorge）などと称さ

れていた。１９１４年にバウムがこの新しい方法

を「家族保護」の名で提唱した時、それによっ
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て彼女は、このテーマを「家族」という地平

に引き出し、女性固有の領域に関る問題であ

ることを明示しようとしたのである。事実こ

れ以後、「家族保護」システムは「家族をその

崩壊から救う」ことをめざすがゆえに有用で

あるという議論が、飽くことなく繰り返され

ることになる。

　こうした議論は、市民女性の抱く、社会事

業における独特の使命感といった世界観を共

有しないグループからは批判の的となった。

たとえば社会民主党の民間福祉組織である

「労働者福祉団」を率いるヴァッヘンハイムは、

「社会全体が変わらなければ達成し得ないよ

うな目標を社会事業の目的とするのはナイー

ヴである」と述べ、「「家族保護」という言葉

で家族の再建が可能だとロマンチックに思い

込んでいる人々」を皮肉っている。１５ また、救

貧・社会事業理論の第一人者であるクルム

カーも、「「家族保護」という名称は包括的

ソーシャルワークを美化しただけ」と批判し

ている。１６

　しかし、バウムをはじめとする女性リー

ダーたちの確信は揺るぎなかった。それどこ

ろかこうした議論は、「ドイツ公私社会事業協

会」のような社会事業界における有力なサー

クルの中にも支持者を見出した。問題を「家

族の保護」という文明論的課題と結びつける

ことは、戦後の社会的激変の中で道徳的危機

意識を強めていた保守層に、そしてさらには

優生学、人口学的見地にたつ専門家集団にい

たるまで幅広い共鳴板を見出したのであった。

２.２　「民衆の母」としての家族保護ワーカー

　バウムは、「家族の強化と維持」という「高

次の」目的のために現場で尽くす家族保護

ワーカーには市民女性こそがふさわしいと考

えていた。彼女の家族保護ワーカー像を端的

に示すのが、「民衆の母」１７ という表現である。

バウムの理解では、家族保護ワーカーは「家

族の守り手」として、近隣の「問題家族」に

たえず目を配り、いざとなれば「母のような」

犠牲的精神と献身でもって救いを求める家族

のために尽くすという存在であった。そのた

め、家族保護ワーカーは担当地区内に相談所

をもつだけでなくそこに居住し、「乳幼児や

学童保護、児童の保養扶助、（…）お祝いやお

祭り、産褥の床や母親・両親学級、図書館や

教会、クリスマスのお祝いなど様々な機会に、

両親や子供たちと共に喜び共に悲しみ、彼ら

の様子を観察し、彼らの境遇を知り学ぶ機会

をもつこと」１８ が重要であった。

　そして、バウムが理想とするそのような家

族保護ワーカーと「要保護家族」との関係性

は、「その昔の農民と地主夫人」、あるいは「教

区民と牧師夫妻」との間のそれであった。１９ 家

族保護ワーカーは母のように寄り添うだけで

なく、上に立つ庇護者として人々を指導し、

教化し、「崩壊した家族」を望ましい状態へと

導く役割を担うと考えられていた。アーヘン

のカトリック女子社会事業学校長マリア・

オッフェンベルクは、家族保護ワーカーを

「被保護者の困窮について最も熟知」し、「苦

悩の場に立ち入る事ができる存在」とした上

で、その役割を以下のように定義する。

「ワーカーは、具体的な提案や励ましによっ

て家庭の母親の経済的能力を目覚めさせ、居

心地のよい家庭作りの意味を知らしめ、子供

たちの心身の成長に対する関心を高めるよう

働きかけなければならない」。２０

　こうした家族保護ワーカーは、従来の専門

別ワーカーとは全く異なる職種として想定さ

れている。バウムによれば、専門別ワーカー
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は基本的には医師や行政官吏の指示をうけて

相談業務や調査を請け負うのであって、彼ら

の補助的役割を担うにすぎない。それに対し

家族保護ワーカーは家族全体をひとりで担当

し、ひとつの家族の中の諸問題やその連関を

把握しながら、その家族の「救済」の道を探

らなければならない。彼女らは経済的困窮や

教育問題、衛生・医療などあらゆる諸問題に

関して家族の相談に乗り、家族の全体状況を

把握・調査した上で「社会的観点」にたった

援助プランをたて、行政や民間の各機関と連

絡をとりながら必要な措置を促すという幅広

い役割を負う。各専門領域についての知識も

さることながら、全体を見とおす能力、必要

な措置をコーディネートする能力など、より

多面的で総合的な能力が必要とされるのであ

る。２１

　こうした家族保護ワーカーたる資質として

バウムがくり返し主張したのは、社会問題へ

の深い理解、「社会的使命」の自覚、そして

リーダーシップとカリスマ性であった。十分

な専門教育はもちろんのこと、家族保護ワー

カーには「人間としての成熟、犠牲を払う用

意のある人格者」が必要なのであった。２２ こう

した主張の中に、かつての市民ボランティア

女性に共有されていた「社会的使命」意識の

再現をみることができる。

　バウムは、家族保護ワーカーは、行政内に

おいても専門別ワーカーとは全く異なる地位

を占めるべきだとみなしていた。それは各段

に広い権限を有し、重い責任を負うべき職種

であって、行政官吏や医師の下で働く補助的

職種ではなく、彼らと対等な立場にあるべき

であった。官吏が行政の立場を、医師が医療

的見地を代表するのに対し、家族保護ワー

カーは福祉専門職として社会的見地を代表す

る存在でなければならなかった。バウムは後

に次のように記している。「彼女らは行政の

中でそれにふさわしい地位だけでなく、新し

い活動領域を確立していくのに不可欠な行政

内での自立性を与えられる。彼女等の仕事が

医師や官吏、民間協会などのそれと交わる場

合、そこでは上下関係ではなく共通の課題に

立ち向かう対等な職業にあるもの同志の関係

を指向すべきである」。２３

２.３　市民女性の職業としての家族保護ワー

カー

　バウムが「家族保護」の導入を通して作り

上げようとしたのは、「女性固有の」、高度な

専門職であった。高い「社会的意識」をもち、

献身する用意のある市民女性にこそふさわし

い職業として作り上げようとしたのである。

こうしたバウムの意図の背景には、彼女のめ

ざす理想とは隔たった当時の現実状況があっ

た。社会事業に有償の労働力として参入する

のは、必ずしも「社会的使命」を自覚した市

民女性ばかりではなかった。ことに大戦下、

専門職需要の高まる中で、仕事を求めて大量

の女性たちがこの職種に流れ込むようになる

と、バウムをはじめとするパイオニア世代は、

この職業が「レベルの低い」「補助的な」もの

となってしまうことを危惧するようになる。

バウムの「家族保護」は、まさにそうしたこ

とへの危機意識を反映して構想された側面が

あった。すでに１９１４年の報告において、彼女

は次のような期待を表明している。

　「このシステム（家族保護：筆者注）は、

様々な方面にとって好都合であるように思わ

れます。まず第一に、もしこの仕組みによっ

て家族保護ワーカーの仕事が自律的なものと

なり、またそのように組織されるなら、私た
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ちが望むような最も優れた最も教養ある女性

達を社会事業にひき入れ、この仕事にとどま

らせることができるでしょう。まさにそれが

私たちの希望なのです。なぜなら、たえず拡

大している社会事業において、人々の家や家

庭に入り込むことはそれが真の文化的啓蒙で

あり、最良の意味での国民教育的な仕事であ

る限りにおいてのみ許されることだからで

す」。

　国民教育、文化的啓蒙、家族の保護と維持、

こうした大きな使命を日常の業務の中で担う

のが「民衆の母」である家族保護ワーカーで

あった。であるからこそ、彼女はこの同じ報

告の中で「文化的にさして高くないレベルの

女性達が安価な労働力として社会事業に動員

されるという悩ましい状況」を憂えていた。

そして同時に、福祉職への「男性の雇用」も、

「同じ過ち」として批判したのであった。２４

３．「家族保護」の制度化：デュッセル

ドルフ市を例に

　バウムの提唱した「家族保護」は、戦後急

速にすすめられた福祉行政機構の整備の中で

次第に採用・実施されていく。行政側にとっ

て「家族保護」システムのメリットは、まず

何よりもその経済性であった。戦中戦後を通

じて急速に拡大した自治体の福祉業務に対し

て、個別の専門ワーカーをその都度雇用する

よりは、家族保護ワーカーの方が経済的であ

るとの判断である。共和国期末の１９３０年頃に

はドイツの６割の自治体がこのシステムを採

用するにいたった。

　本章では、「家族保護」が実質的に広がる中

で、このシステムに内包された市民女性によ

る「家族の維持と保護」といった構想が、現

実の制度の中にどのような形で盛り込まれて

いたのかをデュッセルドルフ市を例に検討す

る。

３.１　「家族保護」の導入

　前述のように、デュッセルドルフ県は戦前

からバウムが「家族保護」システム導入を試

みた地域であった。２５ とはいえ当初それは農

村部に限られていた。県内の他の都市部同様、

デュッセルドルフ市においても戦前には複数

の専門ワーカーが従事していた。１９０５年に乳

幼児保護員が雇用されたのを皮切りに、結核

患者保護員、学童保護員、そして１９１８年には

あらたに居住福祉員が加わった。これに対し、

福祉行政機構の整備が本格化しはじめた１９１９

年には、バウムの後継者であった「乳幼児保

護協会」事務局長マリー・クレーネが福祉事

務所の組織化指針の中で「家族保護」の導入

を具体的に提案している。２６

　こうした働きかけがデュッセルドルフ市に

受け入れられるのは１９２１年頃であった。この

時行政内で「家族保護」導入に尽力したのが、

居住福祉員として雇用されたマルガレーテ・

コルデマンであった。２７ コルデマンはスイス

の大学で博士号を取得し、戦時中は戦争局女

性部の保護事業に携わった後、１９１９年同市に

採用された。コルデマンもまた、「家族保護」

を合理的かつ効率的な仕組みとして全面的に

支持しただけでなく、市民女性の力で「家族

の再建」をめざすというバウムやクレーネの

理想を内面化していた。例えば戦後の「家族

の荒廃」を彼女は次のように述べる。「戦争は、

何千という家庭を荒廃させた。工場や商店、

郵便局や鉄道など、女性達は男性の職業につ

く中で、家事への喜びとセンスを失ってし

まった。さらに戦争中はあらゆる家政、家事

についての教育が全くおざなりにされてし
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まった。縫ったり編んだりアイロンをかけた

り料理をしたり、そうしたことを学ぼうにも

材料がなかった。女性達は、秩序ある家政の

きりもりが再びできるようにならなければな

らない。家庭を作り上げる能力を再び獲得し

なければならない。」その「家庭」において、

「夫や子供達は破壊されてしまったものを再

建するための倫理的力を養うことができる」

のだという。２８

　コルデマンによれば、主婦であり母親であ

る女性達が「再び」居心地のよい家庭を作る

ことができるよう働きかけることこそが家族

保護ワーカーの任務であった。コルデマンに

おいては、それは必然的に「女性の領域」で

あり、そこで必要なのは「あれやこれやの専

門知識」ではなく、「精神的態度」であった。２９ 

コルデマンにおいては、バウム以上に「女性

独自の能力」への確信がうかがわれる。

３.２　デュッセルドルフ市の「家族保護」シス

テム

　デュッセルドルフ市の「家族保護」システ

ムは、このコルデマンの強い使命感と「リー

ダーシップ」によって確立された。３０ 彼女はま

ず、「良心的な女性でさえあれば構わない」と

いう行政側の主張を立退けて、実務経験の豊

富な女性や専門教育を受けた女性のみを福祉

職員として採用した。その後、行政内での管

轄をめぐる様々な対立、「女性がイニシア

ティブを握ろうとすることへの反発」等々を

乗り越えつつ、１９２３年には「家族保護」導入

を実現したのであった。同年、福祉事務所内

に家族保護課が新設され、コルデマンは自ら

初代課長に就任した。コルデマンの行政内で

の地位は、児童福祉課長、保健衛生課長など

と並ぶ高い地位であり、２０人あまりの家族保

護ワーカーも、他の自治体でみられたように

医師や他部局の行政官吏ではなく、彼女の直

属であった。家族保護ワーカーはすべてプロ

イセン州の定める公的資格の保持者であり、

そのほとんどが官吏や常勤公務職員という安

定した雇用関係にあった。同市の家族保護

ワーカーは、雇用、給与、専門教育と有資格

者の割合などにおいて、全国的にみても恵ま

れた状況にあったといえる。３１

　ではこうした家族保護ワーカーの業務はど

のように規定されていただろうか。コルデマ

ンの手による服務規定によれば、まずその第

一条において、「家族保護」とは同市福祉・保

健衛生事務所の外勤業務、すなわち要保護者

に直接接する仕事を意味すると同時に、家庭

の幸福増進につとめるものであると定義され

ている。つまり行政内の業務分担を示す一方

で、家庭の幸福増進につとめるという「使命」

もまた述べられている。福祉事務所広報に掲

載された解説によれば、あれやこれやの業務

分担は「家族保護」の外的形態を示すにすぎ

ない。「家族保護」の仕事の本質は、「家族と

いう心情によって結びついた共同体」の上に

築かれるのであって、その目的は、病んでい

る家族を「その家族自身が持っている、世話

や教育のための能力を引き出しながら健全化

と自立化へと導く」ことであった。それに

よって「家族の崩壊を意識的におしとどめよ

うとするのが家族保護の精神」なのである、

と説かれている。「家族保護」が単に行政上の

組織というだけではなく、「家族の健全化」に

奉仕するものであるという確信が、自治体行

政の規定にまで浸透していることがうかがえ

る。

　こうした家族保護ワーカーの主たる業務の

重点は、家庭訪問という形で行われる「家庭
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での扶助」である。この家庭訪問を通して

ワーカーは、「家族すべてと知り合いになり、

家政の状況や家庭内での秩序、清潔さ、家族

一人一人の様子について完全なイメージを得

ることができる。さらに家族と親しい関係を

築くことで、忠告や援助などを通してその困

窮を除去し、両親や子供に教育的に働きかけ

ることができる」のであった。家庭訪問を補

うのが、地区内の相談所で行われる相談業務

である。ここでは、援助を求めてやってくる

家族のあらゆる相談にのり、当該機関に連絡

し、必要な措置を促すことが義務付けられて

いる。

　バウムのいう「民衆の母」というワーカー

像を象徴的に示すのは、家族保護ワーカーが

定期的に開催する母親や両親を集めた「夜の

集い」である。近隣の女性達が集まって、共

に「縫いものをしたり繕いものをしたり」、

「メルヘンなどの良い本を読んだり」、「ささ

やかなパーティー」を楽しむ中で、「共同体意

識を高め、女性達にたいして家政や母親とし

ての役割を学ばせる」ことがこうした集いの

主眼であった。こうした集まりにおいて、

「地区内の人々の母」、「地域の社会的心情の

中核」といった家族保護ワーカー像の具体化

がめざされたと言えるであろう。３２

　こうした家族保護ワーカーのイメージは行

政側によっても宣伝された。たとえば、１９２１

年デュッセルドルフ市福祉事務所発行の小冊

子においては、家族保護ワーカーの業務は

「慈愛の精神に満ち、苦難や病の床を発見し、

助け、支援する官の行為」であると表現され

る。３３ 家族保護ワーカーは、行政内にありな

がらも福祉業務の「人間的な側面」を象徴す

る役割を負っていることがわかる。福祉の官

僚化、組織化が進む中で、家族保護ワーカー

は「人から人への援助」という古くからの

「良き」イメージを体現する存在でもあった。

そしてそれは、「慈愛」や「献身」といった母

性的資質と結びつけられていた。

　「家族保護」システムの導入は、職業として

の福祉職のイメージをはっきりと女性向けに

固定することとなった。専門ワーカーと家族

保護ワーカーを比較したある同時代文献は、

前者の仕事の本質が学問的、医学的なそれで

あるのに対して、後者のそれは助けを求める

人々への個人的関心を前提とするとしたうえ

で、次のように結論付ける。こうした「家族

保護」における業務は、「管轄や権限を問題に

することなく、困窮者を見れば助けたいとい

う衝動をもつ女性の本質に最もふさわし

い」３４ と。

おわりに

　「家族保護」システムは、市民女性がかつて

ボランティアとして担ってきた活動を女性の

専門職として形作る、という意図のもとに構

想された。「危機に瀕した家族を救う」こと、

そしてそれを社会の「エリート」たる市民女
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性が担うという使命感、こうしたコンセプト

が、「家族保護」という回路を通して自治体福

祉の日常業務の中に織り込まれていった。

「家族の維持と強化」という課題は家族保護

ワーカーの日々の家庭訪問や地域の「母親の

集い」という業務内容として規定され、市民

女性の使命感は、「献身」や「社会問題への高

い意識」としてそのままワーカーの職業倫理

となった。こうした女性役割を念頭においた

「家族保護」は、福祉職を「女性の仕事」とし

て特徴づけ、確立するのに貢献した。他方で

それは男性の福祉職参入を困難にしたので

あった。３５

　ただし、バウムら市民女性の考える「高度

な専門職」としての社会的認知は、１９２０年代

の社会的現実の中では根付いたとはいえな

かった。当時好んで用いられた「女性福祉官

吏（Sozialbeamtin）」という言葉のもつ高い

職業イメージとは裏腹に、現実の家族保護

ワーカーの社会的地位はさして高いものでは

なかった。確かに、家族保護ワーカーは従来

の専門別ワーカーに比べれば有資格者の割合

も高く、雇用や報酬においても有利であっ

た。３６ デュッセルドルフ市の例が示すように、

「家族保護」システムの導入自体は女性福祉職

員の地位の向上にささやかながら貢献はした。

しかし、バウムが本来構想していた、医師や

行政官吏とも対等な立場にたつ高度な専門職

といったレベルの認知には程遠かった。

デュッセルドルフ市のような「先進的」地域

においても、行政が家族保護ワーカーの仕事

を正当に評価しないことがくり返し嘆かれて

いる。地域によっては、専門教育も資格もな

いまま、行政の末端で「何でもするお手伝い

さん」として従事しているケースも少なくな

かったのである。

　また、「社会的使命感」を職業倫理として内

面化した家族保護ワーカーにとって、彼女ら

が福祉行政の中で達成できることは限られて

いた。高い失業率、大量の困窮者の群れ、厳

しい財政状況下で年々削減される福祉予算、

こうした状況の中では、無力感に陥るものも

少なくなかった。デュッセルドルフ市のある

古参ワーカーは１９２８年にこう記している。

「大衆困窮のますます深まる中、（…）真剣に

仕事に取組んでいる家族保護ワーカーであれ

ばあるほど無力感を感じざるをえません。彼

女らは人々の困窮を目にし、そして自らの力

の限界を感じるのです。」３７ 「家族の再生」をめ

ざしてはいても、目の前の貧困家庭に手をさ

しのべることも困難な状況が、彼女たちの日

常の現実でもあった。
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